
全国健康保険協会 秋田支部
協会けんぽ

  018（883）1800協会けんぽ秋田支部お問合せ先

健康
保険あきた

2025.4  vol.169 職場内で

を

メルマガ会員募集中

掲示・回覧
お願いします！

健康保険の最新情報を毎月
無料でお届けします！

協会けんぽ 秋田支部データ
令和6年11月末現在の確定値
( )内は対前年同月比

登録は協会けん
ぽホームページ
から行うことがで
きます！
スマホでもOK！

事業所数 16,559社（156社）
被保険者数 192,618人（▲493人）
被扶養者数 97,026人（▲5,424人）
平均標準
報酬月額 264,077円（4,890円）

　定期発行物による広報のほか、ホームページや
メールマガジン、更にはLINEやＸといったSNSの
ツールを用いて幅広く情報を発信します。また、秋
田県の実情や時節柄に応じ、加入者の皆さまに役
立つ広報を実施します。

広報活動

　業務の生産性の向上を目指して、健康保険給付
業務の標準化・効率化・簡素化を徹底し、効率的な
業務処理体制を推進します。

業務品質の向上

　県や商工会議所、関係団体と連携しながら「健康
経営宣言」事業の取組をさらに推進します。

「健康経営宣言」とは…
・�職場の健康づくりに積極的に取組むことを宣言し、
事業主様と協会けんぽが連携して、事業所の健康
問題の解決や職場環境改善など従業員様の健康
の維持増進を図る事業です。
・�令和７年２月末現在、秋田
支部では、1,750事業所様
が健康経営宣言しています。

健康経営（コラボヘルスの推進）

　生活習慣病の重症化予防対策として、健診の結
果、治療が必要と診断されながら医療機関を受診
していない方へ、文書や電話で医療機関の受診を
勧奨する取組を外部委託を活用しながら推進しま
す。

要治療などの判定を受けた方は、
早めに医療機関を受診しましょう。
事業主様からのお声がけもよろし
くお願いします。

重症化予防対策の推進

　加入者の方が一人でも多く健診を受けられるよ
うに環境を整えるとともに、健診結果データ取得の
取組をさらに推進します。
　内容をさらに充実させるとともに、関係団体や特
定保健指導実施機関と連携を深めながら取組を推
進します。

年に１度は健診を受けましょう。
対象者の方は、
特定保健指導を受けましょう。

特定健診・特定保健指導の推進

　マイナ保険証を利用促進する広報を行うととも
に、資格確認書・資格情報のお知らせを円滑に発行
します。

マイナ保険証の利用促進

マイナ保険証を使って
受診しましょう！

令和7年度
協会けんぽ秋田支部事業計画について

令和7年度 協会けんぽ秋田支部事業計画の一部をご紹介します！

お問い合わせ　企画総務グループ　TEL：018-883-1800　（音声案内４番）



全国健康保険協会 秋田支部
協会けんぽ

協会けんぽ秋田支部からのお知らせ「健康保険あきた令和7年4月号」

Information

　協会けんぽでは、加入者及び事業主の皆様の健康づくりに関する
取組に応じて、インセンティブ（報奨金）を付与し、ご負担いただいて
いる都道府県ごとの保険料率に反映させる「インセンティブ制度」を
導入しています。
　秋田支部は、令和５年度の実績が全国13位であるため、インセン
ティブ（報奨金）が付与されました。以下の５つの評価指標と順位も
ご確認ください。

インセンティブ制度 秋田支部の結果について

評　価　指　標 令和5年度の順位

【指標1】　特定健診等の受診率 17位

【指標2】　特定保健指導の実施率 16位

【指標3】　特定保健指導対象者の減少率 40位

【指標4】　�医療機関への受診勧奨基準において速や
かに受診を要する者の医療機関受診率 5位

【指標5】　ジェネリック医薬品の使用割合 9位

秋田支部は

でした13位

秋田支部の課題
特定保健指導の対象者の方は
今一度自分の生活習慣を見直し、
改善しましょう！

健康に役立つ情報を発信しています！
　　健康コラム・健康レシピ、健診・保健指導のご案内も！
　　こちらの二次元コードから友だち登録
　　お願いいたします！

秋田支部の公式

LINE

令和７年度 健康保険料率の変更について
　協会けんぽ秋田支部の保険料率は、令和７年３月分保険料（４月
納付分）から変更となります。加入者の皆様の医療と健康を支えるた
め、保険料のご負担につきまして、ご理解をお願いいたします。

保険料率の特設サイトは右の二次元コードから確認できます。

※健康保険料と介護保険料は労使折半となります。
※�40歳～64歳までの方（介護保険第２号被保険者）
には、健康保険料率に全国一律の介護保険料率が
加わります。
※�賞与については、支給日が３月１日分から変更後の
保険料率が適用されます。
※�任意継続被保険者の方は、令和７年４月分の保険
料率から変更となります。

6年度 令和７年３月分
（４月納付分）から

令和７年３月分
（４月納付分）から

6年度

9.85％ 10.01％

1.60％ 1.59％


